
認
知
症
無
料
相
談
会

８
月
７
日（
日
）13
時
～
15
時

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
さ
ん
さ
ん
隣

（
永
利
町
）

認
知
症
に
関
す
る
相
談

ど
な
た
で
も
可

オ
フ
ィ
ス
藤
田

（
22
）３
９
６
１

ね
た
き
り
老
人
介
護
手
当

　
次
の
全
て
の
要
件
に
該
当
す
る
方

は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

た
だ
し
、
特
別
障
害
者
手
当
ま
た

は
経
過
的
福
祉
手
当
を
受
給
さ
れ

て
い
る
方
は
対
象
外
で
す
。

▼�

在
宅
の
要
介
護
高
齢
者
・
介
護
者

と
も
に
本
市
に
１
年
以
上
住
所
を

有
し
て
い
る
こ
と

▼�

要
介
護
４
ま
た
は
５
と
認
定
さ
れ

た
65
歳
以
上
の
高
齢
者
を
、
基
準

日（
８
月
１
日
）か
ら
過
去
６
カ
月

間
に
３
カ
月
以
上
継
続
し
て
介
護

し
て
い
る
こ
と

▼�

要
介
護
高
齢
者
・
介
護
者
と
同
一

世
帯
の
全
員
が
、
市
民
税
所
得
割

が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

※
支
給
額
は
６
万
円

８
月
１
日（
月
）～
31
日（
水
）

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

介
護
者
の
身
分
を
証
明
で
き
る
も

の
、
介
護
者
名
義
の
通
帳

本
庁
高
齢
・
介
護
福
祉
課
高
齢
者

福
祉
Ｇ（

２
６
７
３
）ま
た
は
各
支

所
、
甑
島
振
興
局

子
育
て
世
帯
生
活 

支
援
特
別
給
付
金

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

よ
る
影
響
が
長
期
化
す
る
中
で
、
低

所
得
の
子
育
て
中
の
世
帯
に
給
付
金

を
支
給
し
ま
す
。

ひ
と
り
親
世
帯

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
は

申
請
が
必
要
で
す

①�

公
的
年
金
受
給
を
理
由
に
令
和
４

年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
し
て
い
な
い
方
の
う
ち
、
令
和

２
年
中
の
収
入
が
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
制
限
限
度
額
を
下
回
っ
て

い
る
方

②�

令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手

当
が
支
給
さ
れ
て
い
な
い
方
の
う

ち
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
、

１
年
間
の
収
入
の
見
込
額
が
児
童

扶
養
手
当
を
受
給
で
き
る
水
準
と

な
っ
て
い
る
方

ひ
と
り
親
世
帯
以
外

①�

令
和
４
年
度
市
民
税（
均
等

割
）が
非
課
税
の
方
で
、
平
成

16
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
19
年

４
月
１
日
の
間
に
生
ま
れ
た
児

童
の
み
養
育
す
る
方

　
②�

令
和
４
年
度
市
民
税（
均
等
割
）

が
課
税
さ
れ
て
い
る
が
、
令
和

４
年
１
月
以
降
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

り
収
入
が
減
少
し
、
１
年
間
の

収
入
の
見
込
額
が
市
民
税（
均

等
割
）非
課
税
限
度
額
以
下
と

見
な
さ
れ
る
方
で
、
平
成
16
年

４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
児

童
を
養
育
す
る
方

※�

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付

金（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）の
対
象
児

童
は
除
く

▼�

支
給
額
＝
児
童
一
人
に
つ
き
５
万
円

▼�

支
給
時
期
＝
申
請
受
付
後
随
時

申
請
書
・
収
入
に
関
す
る
申
立

書
、
給
与
明
細
書
な
ど
の
証
拠
書

類
、
戸
籍
謄
本（
ひ
と
り
親
世
帯
で

児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を
し
て
い
な

い
方
）、
申
請
者
名
義
の
預
金
通
帳

ま
た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
写
し
、

本
人
確
認
書
類
の
写
し

翌
年
２
月
28
日（
火
）必
着

申
請
に
必
要
な
書
類
な
ど
を
準

備
、
必
要
事
項
を
明
記
の
上
、
直
接
、

送
付

本
庁
子
育
て
支
援
課
育
成
支

援
Ｇ（

２
３
６
４
）

水
辺
の
活
動
を 

楽
し
む
た
め
に

　
夏
に
向
け
て
、
水
辺
に
涼
を
求
め
、

レ
ジ
ャ
ー
を
楽
し
む
機
会
が
増
え
る

と
と
も
に
、
水
辺
の
事
故
も
増
え
て

い
き
ま
す
。
水
辺
で
楽
し
く
安
全
に

活
動
す
る
た
め
に
、
次
の
こ
と
に
気

を
付
け
ま
し
ょ
う
。

▼�

水
辺
で
遊
ぶ
前
に
、
天
気
予
報
を

確
認
し
よ
う

▼�

水
辺
で
遊
ぶ
と
き
は
、
子
ど
も
だ

け
で
行
か
な
い
、
一
人
で
行
か
な

い
、
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
着
よ

う
▼�

溺
れ
て
い
る
人
が
い
た
ら
、
飛
び

込
ま
ず
助
け
を
呼
ぼ
う

▼�

水
に
落
ち
た
ら
、
慌
て
ず
、
浮
い

て
助
け
を
待
と
う

本
庁
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
ス
ポ
ー
ツ

Ｇ（

６
３
３
２
）

７
月
か
ら
市
の
組
織
が 

一
部
変
わ
り
ま
す

組
織
全
体
の
デ
ジ
タ
ル
改
革
に
取

り
組
む
た
め
、行
政
管
理
部
内
に「
ス

マ
ー
ト
デ
ジ
タ
ル
監
」、「
ス
マ
ー
ト

デ
ジ
タ
ル
戦
略
室
」を
新
設
し
ま
す
。

本
庁
行
政
経
営
課
行
政
改
革
・
文

書
統
計
Ｇ（

６
１
２
１
）

国
民
健
康
保
険
限
度
額

　
　

適
用
認
定
証
の
更
新

　
入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
を
受

診
さ
れ
る
際
に
、「
限
度
額
適
用
認

定
証
」を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、

保
険
適
用
分
の
医
療
費
の
窓
口
負
担

額
が
、
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
の
支
払
い
で
済
み
ま
す
。

　
現
在
、
国
民
健
康
保
険
で
交
付
し

て
い
る
認
定
証
の
有
効
期
限
は
７
月

31
日（
日
）ま
で
で
す
。

　
引
き
続
き
必
要
な
方
は
、
改
め
て

交
付
の
申
請
が
必
要
で
す
。

※�

申
請
は
7
月
1
日（
金
）か
ら
受
け

付
け
を
し
て
い
ま
す
。

※�

事
前
申
請
分
の
認
定
証
の
交
付
は

８
月
以
降
に
な
り
ま
す
。

本
庁
保
険
年
金
課
国
保
Ｇ（

２
８
４
１
～
２
８
４
３
）ま
た
は
各

支
所
、
甑
島
振
興
局

相
談

お
知
ら
せ

交付対象年齢および交付条件 手続きに必要なもの

【70歳未満】
申請時に、国民健康保険税に滞納がないこと ・国民健康保険被保険者証

・ マイナンバーカードまた
は通知カード

・ 入院の領収書（市民税非課
税世帯の方で過去１年間
の入院日数が90日を超え
る方）

【70歳以上74歳未満】
・ 世帯主および国民健康保険被保険者全員の

令和４年度市民税が非課税の方
・ 被保険者証の負担割合が｢３割｣かつ課税所

得が690万円未満であること

202022.7.10 広報

市
有
土
地
・
建
物
を 

一
般
競
争
入
札
で
売
却

　
左
表
の
と
お
り
売
却
し
ま
す
の
で
、

入
札
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
売
却

要
領
を
確
認
の
上
、
現
地
見
学
会
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。（
不
参
加
の
場
合

で
も
、
入
札
に
際
し
て
は
、
参
加
さ

れ
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
）

※�

入
札
参
加
資
格
者
は
、
地
方
自
治

法
施
行
令
第
１
６
７
条
の
４
の
規

定
に
該
当
し
な
い
個
人
ま
た
は
法

人
に
限
り
ま
す
。

※�

入
札
参
加
者
に
つ
い
て
は
、
提
出

し
て
い
た
だ
く
参
加
申
込
書
な
ど

を
審
査
の
上
、
決
定
し
ま
す
。

▼�

入
札
時
は
、
必
ず
入
札
金
額
の

５
％
以
上
の
入
札
保
証
金（
現
金

ま
た
は
銀
行
振
出
小
切
手
）と
印

鑑（
ス
タ
ン
プ
印
を
除
く
）を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

※�

銀
行
振
出
小
切
手
は
、
本
市
指
定

金
融
機
関
な
ど
が
振
り
出
し
た
自

己
宛
て
の
も
の
で
、
発
行
日
か
ら

起
算
し
て
５
日
以
内
、
持
参
人
払

式
、
線
引
き
さ
れ
て
い
な
い
も
の

　
に
限
り
ま
す
。

▼�

最
低
売
却
価
格
以
上
の
最
高
価
格

で
入
札
さ
れ
た
方
に
売
却
し
ま
す
。

▼�

関
係
書
類
は
、
本
庁
経
済
政
策
課
、

農
業
政
策
課
ま
た
は
、
市

で
閲

覧
で
き
ま
す
。

①�

本
庁
経
済
政
策
課
企
画
総
務
・
施

設
交
通
Ｇ（

５
７
４
３
）

②�

本
庁
農
業
政
策
課
農
政
Ｇ（

４

２
２
２
）

所在地 地目・構造 地積・床面積（㎡） 最低売却価格（円）

平佐一丁目86番 宅地 241.19

20,204,700

土地合計 241.19

平佐一丁目86番地

居宅
木造

合金メッキ鋼板葺
２階建

１階 　106.00
２階　   32.37

建物合計 138.37

所在地 地目など 面積（㎡） 最低売却価格（円）

東郷町斧渕字樋渡7472番1

田

655 77,945

東郷町斧渕字沖牟田7437番1 870 106,140

東郷町斧渕字高松7030番2 1,968 273,552

内容 時 所

現地見学会 7/22（金）10:00 ～ 10:30 所在地

入札参加申込
7/25（月）～ 8/8（月）

提出先：本庁5階経済政策課

入札
8/19（金）
9:00 ～受付開始
10:00 ～入札開始

本庁5階　501会議室

内容 時 所

現地見学会 8/19（金）10:00 ～ 11:00 各所在地

入札参加申込

7/11（月）～ 9/8（木）
提出先：本庁4階農業政策課

※買受適格証明書の添付が必要
（申請締切：8/22（月）　窓口：農業委員会事務局）

入札
9/21（水）
9:30 ～受付開始
10:00 ～入札開始

本庁5階　501会議室

　２０２２秋の旅『にっぽん縦断こころ旅』では、番組に寄せ
られた手紙で旅のルートを決定します。
　薩摩川内市における皆さんの「忘れられない景色」、「大切
な人との出会いの場所」などにまつわるお手紙をぜひご投稿
ください。
　採用されれば、手紙と一緒に俳優・火野正平さんが薩摩川
内市を訪れます。

NHK-BS プレミアム
『にっぽん縦断こころ旅』

　へのお手紙募集します！

応募方法／�住所、氏名、電話番号、性別、年齢、思い
出の場所・風景にまつわるエピソードを郵
送またはファクス、ホームページにて受付

応募締切／ 10 月 31 日（月）必着
応募・問合先／NHKふれあいセンター
　　　　　　　〒 150-8001　NHK「こころ旅」係
�　　　　　　　 ��0570（066）066
　　　　　　　 03（3465）1327

①

②
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